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アメ リカの対 日宗教政策の形成

中 野 毅
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一 序 問題の所在

最近 の 占領軍文書 の解 禁 に よって,ア メ リカの対 日占領 政策の形成過程 や

GHQ内 部の動 き等 につ いて も,か な り明か にな って きた。 しか し,そ の多 く

は憲法,政 治制度,労 働問題,教 育制度の改革 な どについての研 究であ り,「信

教 の 自由」問題 の ような宗教政策の詳細 な検討 と,占 領政策全体 のなかで宗教

問題 が占めている重要性 について正面か ら取 り組 んだ研究 は,未 だ比較 的に少

ない といえる。

この問題 についての先行研 究 は,何 とい って もウ ッダー ドの0連 の研究であ

る。彼 は占領時代,総 司令部CIE宗 教課 のス タ ッフであ った人物 であ り,占

領後 も日本 に留 ま り,国 際宗教研究所 の設立 に貢献 し,初 代所 長 と して 日本 の

戦後 の宗教界 に大 きな影響 を与 えたのみな らず,日 本 の宗教 を海外 に紹介す る
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上 で 貢献 した 。GHQ勤 務 時代 の経 験 と資 料 をい か し,そ の後 の研 究 を集 大成

して 執 筆 した の が,ウ ッ ダー ド(W.P.Woodard)著TheAlliedOccupationof

Japan195-1952andJapaneseReligions1)で あ る。

そ の他,1960年 代 後 半 に研 究 を 開始 した 「思 想 の科 学 研 究 会 」 が,『 共 同研

究:日 本 占領2)』 と して刊 行 され た。 この 中で 阿部 美 哉 が 占領 軍 の宗 教 政策 と

キ リス ト教 につ い て,後 藤 宏 行 が,新 宗 教 の変 化 をPL教 団 を 中心 に書 い て

い る3)。 しか し,こ の段 階 での 占領 軍 の 政策 につ い ての 理解 は,主 に前 述 の ウ

ッダー ドの研 究 に集 約 され てい る とい え る。

しか し近年 に な り,こ の ウ ッダ ー ドの研 究 の再 検討 を促 す研 究 も始 ま り,不

備 や誤 りを指 摘 す る声 も出始 め た。 この よ うな最 近 の新 しい動 きの研 究 も,し

か しなが ら,主 た る関心 は憲法 や政 治制 度,教 育 の領域 で あ り,必 ず し も宗 教

問題 に焦 点 を当 て た もの とはい え な いが,そ の 中 に おい て も占領 軍 の宗教 政 策

に関 して幾 つ か の,よ り詳 細 で厳 密 な研 究 を必要 とす る疑 問点 が 浮 か び上 が っ

て きて い る。 中で も最 も興 味深 い 問題 は,神 道 指令 に よって命 じ られ た 「政教

分 離 」 の原 則 を巡 る問題 で あ る。 一般 に,占 領 軍 の対 日宗教 政 策 は 「信 教 の 自

由 の確 立 」「国家 と宗教 の分 離,即 ち厳格 な政教 分 離 制 度 の確 立 」 「軍 国主 義 的

な い し極 端 な国家主 義 的思想 の除去 」 の三大 原 則 に基 づ いて行 わ れ た と考 え ら

れ て い る。 しか し,こ の 「国家 と宗教 との分 離 」 とい う政 策 は,必 ず し も連 合

国 また は合衆 国の正 式 の 占領政 策 文 書 に明記 されて い るわ けで はな く,1945年

12月5日 に出 され た 「神 道 指令 」 以 前 に は見 あ た らない。 そ の指 摘 は,ま ず ウ

ッ ダー ドに よ って な され て い る。 「(連合軍の対 日占領政策のなかで)宗 教 の分 野

にお い て は,二 つ の重要 な 目標 が 設 定 され た。 そ れ は,宗 教 界 か ら超 国家主 義

的 ・軍 国主 義 的 な思 想 や運 動 を除去 す る こ と,お よび信教 の 自由の原 則 を樹 立

す る こ とで あ った。 これ らの政 策 は,… … い くつ か の公 文書 に明記 されて い た。

……信 教 の 自由の原 則 に は,こ れ と相 補 関係 にあ る政 教 分離 の原則 が 内包 され

てい る。 しか し政 教 分離 の原 則 につ いて は,い ず れ の政 策文 書 に も言 及 され て

い な い。 また この原 則 は,1945年12月5日 に 出 され た 『神 道 指 令 』 以前 に は,

連 合 国 軍最 高 司令 官 に よって も指摘 され た こ とは ない4)」。 「占領 開始 の1ケ 月

後 に は,神 道 を国 家 か ら分離 す べ きこ と,ま た12月 に はキ リス ト教 の宣教 師 に
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よる伝 道活動の復活 を奨励す るこ とが決定 された。これ につ いては連合国軍最

高司令官か らもアメ リカ政府か ら も,何 一つ公式 の政策文書 は発表 され なか っ

た5)」。

この ような指摘か ら,宗 教政策 に関す る米国務省 と占領軍司令部 との間の相

違 や矛盾が予想 され るが,こ の点 を著者 自身の在米研究の成果 を もとに,神 道

指令 の成立過 程 を分析 した高橋 史郎 は,次 の よ うに指摘 した。「(国家神道を宗

教と認めるか否かで,認 めない米国務省とGHQ側 のジレンマを解決するため)バ ンス

は,米 国務省 の方針 には全 く含 まれていなか った絶対 的政教分離原則 を採用 し,

『個 人の宗教 』 と しての神 道 には干渉 しないが,国 家 と宗教(神 道)を 完全 に

分離す ることに よって,こ の矛盾 を止揚統一する方策 を考 えだ したのである。」

「わが国では,作 成者 自身が誤 りを認めてい る神道指令 を絶対視 し,日 本国憲

法 を神道指令の絶対的政教分離原則 の精神 で解釈 しようとする傾向があるが,

この ような解釈 は同指令 の趣 旨に反す る ものであ る6)」。

これ らの主張 にみ られる ように,総 司令部の宗教政策 と米国政府 の方針 との

ズ レや矛盾が指摘 されて きてお り,バ ンスが起草 した神道指令 は必ず しもアメ

リカ合衆国政府 の方針 にもとつ いていず,主 として彼 らの創意 による ところが

大 きい と言われは じめた。本稿 の 目的の一つ は,こ うした指摘 をふ まえて,合

衆 国政府の対 日戦争 ・占領政策 を総合 的に検討 し,神 道指令 に代表 され る占領

軍 の宗教 政策がいかなる位 置 を占めていたのか,バ ンス らの創意 は どの程度で

あ ったのか,等 を考察 してい くこ とにす る。

さらに,こ れ までの研 究 にお いて,と もする と見落 とされがちであ った点 は

これ ら対 日占領政策の含意す る宗教性であ る。 それは合衆国お よび占領軍の 日

本 キ リス ト教化 政策 と大いに関係 がある。マ ッカーサ0の 個 人的 目標 の一つが

それであ り,そ のため に宣教師の大量派遣 を本国 に求めていた ことな どは阿部

もすで に指摘 しているが7),そ の願望 はマ ッカーサーの個 人的 な希望で あった

のみでな く,多 くのアメ リカ人が抱いていた考 えで もあ った し,合 衆国大統領

の演説 においては正式 な戦略 目標 として語 られて もいたのであ る。 この ような

事実 を考慮す る と,対 日戦争 ・占領政策 は単 なる軍事 的 ・政治的意義 を有 して

いたのみではな く,宗 教 的 または文明論的性格 をも有 していたのであ り,こ れ
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らの特 徴 を見 落 と して は,対 日宗 教 政 策 の意義 を見 失 うこ とにな る。 また,こ

の点 か ら,神 道 指 令 の果 た した役 割 を考 察 す る必 要 が あ る とい え る。

ニ アメリカの対枢軸国基本政策

これ らの点 を考察す るには,占 領政策 をアメリカの対 日戦争政策全般 の中か

ら検討す るこ とか ら出発 しなければな らない。そ こで まず,当 時のルーズ ヴェ

ル ト大統領 の発言 の中か らアメ リカ政府の対枢軸国戦略の基本理念 を見て行 く

ことに したい。

1940年12月29日,合 衆 国史上,初 の三選 を果 た したルーズベル トは全 国民 に

向けられたラジオでの炉辺談話 で,参 戦 しない とい う選挙 中の公約 を確認 しつ

つ も,米 国が 「民主主義の大兵器工場」 にな らなければならない と国民 に訴 え

た。前年9月,ド イッ軍のポーラ ン ド侵攻 によって始 まった第二次世界大戦 は,

6月 のパ リ陥落 によって ドイツの圧倒 的な軍事力 の もとにヨーロ ッパ大陸が席

巻 され る状況 とな った。 アメ リカを守 る緩衝地帯 と してはイギ リス を残すのみ

とな ったが,そ の イギ リス さえ敗退 しつつある とい う実感がアメ リカ国内で次

第に強 くな り,ド イツ軍が直接 アメ リカ を攻撃す る危険性す ら現実の もの とな

りつつ あった。この様 な状況の中で,ル ーズベル トは国家の直面す る緊急事態

の性 質が 「戦争 その もの と同 じほ ど深刻 である」 と国民 に告げ,国 民 に 「戦争

状態 にある とき示す」の と同 じ決意 と,同 じ愛国及 び犠牲 の精神 を持つ よう求

めたのであ る8)。

翌1941年1.月10日,彼 はイギ リスに対す る軍需物資 の補給,後 方援助 の体制

を整 えるため,「 武器貸与 法9)」 を議会 に提 出 した。 アメ リカが対枢軸国戦争

に本格 的に取 り組 もうとす る意志が表現 された時で あ り,1920年 代以来の孤立

主義 を放棄 した瞬 間であ った。それに先立 って,ア メ リカが近い将来 の参戦へ

向けて方 向転換 を決定づけた とい う意味で重要 なこの第77議 会 に,ル ーズベル

トは1月6日 付 けで 「年頭教書」10)を送 り,独 ・伊 ・日の枢軸 国の脅威 とそれ

に対す る自由主義諸 国の戦いの意義 についての合衆国政府の見解 を明確 に し,

議会 と国民 の喚起 を促 した。 この年頭教書 は,そ の後の対枢軸 国戦略 また対 日

戦争政策 の底 流に流れ る基本思想が明 らかにされた とい う点で,同 じく重要で
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あ る。

ル ーズベ ル トは,そ の 中 で,現 在 急速 に拡 大 されつ つ あ る戦 乱 は,ヨ ー ロ ッ

パ,ア ジ ア,ア フ リカ そ して オー ス トラ レイ シ ア(南 太平洋地域)の 四 大 陸 を

巻 き込 む世 界 的 な戦 争 で あ り,民 主主 義 の存 続 のた め の防衛 戦 が ,現 在 は これ

ら四大 陸 に お いて繰 り広 げ られて い るが,も しそ の防 衛 に失 敗 す る よ うな こ と

が あれ ば,こ れ らの大 陸 の人民 や資 源 は全 体 主義 の征服 者 に支 配 されて しま う。

従 って,合 衆 国 とそ の民 主 主義 の未来 と安全 は,こ れ ら国境 か ら遠 く離 れ た 出

来事 と密接 に 関連 してお り無 関係 で は有 り得 な い こ とを強調 した。

つ ま り,ヨ ー ロ ッパ にお いて独 ・伊 が ,ア ジ ア にお いて は 日本 が仕 掛 けて い

る戦 争 は,民 主 主 義 に対 す る枢 軸 国の 世界 的 規模 で の攻撃 で あ り,そ して も し,

イギ リスが敗 れ て ヨーロ ッパ が枢 軸 国 に支 配 されて しま った な ら,ヨ ー ロ ッパ

とア ジ アが合 衆 国 に対 す る包 囲戦 のた めの足 場 ,巨 大 な墾 塁 にな る こ と を,即

ち両 大 洋 の遙 か遠 隔 の地 で始 め られ て い る合 衆 国包 囲 網 の構築 が現 実 の もの に

な りつ つ あ る こ とに対 し,国 民 の覚 醒 を促 したの で あ る。

そ の上 で,合 衆 国政府 が 目指 す世 界,戦 後 の世界 が基 礎 づ け られ るべ き原 則

と して 「四つ の 自由」 を宣 言 し,信 仰 と言 論 の 自由が保 障 され,欠 乏 と恐 怖 か

ら人類 が解 放 され る世 界 を 目指 す とい うア メ リカ政府 の意志 を,国 の 内外 に表

明 した ので あ る。 この 宣言 は,「 以後 国務 省 に お い て戦 後 世 界 を構 想 す る基 本

原 理 とな って い く11)」 と言 われ て い る。 関連 部分 の抜粋 は以 下 の通 りで あ る。

「… …我 々が確 立 しよ う と して い る来 るべ き時代 にお い て,我 々は次 の 四つ の

基 本 的 な人 間 の 自由 の上 に築 か れ た世 界 を熱 望 してい る。

そ の 第 一 は,世 界 の全 て の 場 所 に お け る 『言 論 と表 現 の 自 由』(f。eed。m。f

speechandexpression)で あ り,

第二 はs世 界 の全 て の場 所 にお け る,全 て の 人々 が 自分 自身 の方 法 で 『神 を崇

拝 す る 自由』(freed・m・feverypers・nt・w・rshipG・dinhis・wnway)で あ り,

第 三 は,全 て の国 家 が そ の国民 に健康 で平和 な生 活 を保 証 し得 る とい う経 済 的

な意 味 に お け る,世 界 の全 て の場 所 に お け る 『欠乏 か らの 自由 』(freed・mfr・m

want)で あ り,

第 四 は,い か な る国家 もそ の近 隣 に対 して物 理 的 な攻 撃行 動 を起 こ し得 る力 を
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もた ない レベ ルに まで,世 界 的 な規 模 で の軍 縮 を行 う とい う意 味 にお け る,世

界 の全 て の場所 に お け る 『恐怖 か らの 自由 』(freed・mfr・mfear)で あ る12)」。

この宣 言 の特 徴 と重要 性 をま とめ る と,

① 世 界 的 な規模 の対 枢 軸 国戦 略 が考 え られ て い る。

② 軍 事 的戦 略 の み で な く,政 治 的,経 済 的,文 化 的 な諸 分野 に わた る総 合 的 な

安 全 保 障 と対 枢 軸 国戦 略 を検 討 しよ う と して い る。

③ フ ァシス ト勢 力 と民 主勢 力 とい う,思 想 的 に も制度 的 に も相 容 れ ない二 陣営

の対 決 とい う,文 明 闘争 史 的立 場 が表 明 され て い る。

④ 基 本 的 に は,ジ ェ フ ァー ソ ン=ウ ィル ソ ン的 な理 想主 義 とニ ューデ ィー ラ ー

哲学 が語 られ て い る,と 言 え る。

加 えて,我 々 に とって注 目す べ き問題 は,「 信 教 の 自 由」 の意 味 す る 内容 で

あ る。 そ れ は一般 的,普 遍 的 な意 味 で の 信教 の 自由 で はな く,「 キ リス ト教 信

仰 の 自由」(freed・mt・w・rshipG・d)で あ る とい え る。 従 って,③ にお い て表 明

され て い る対 決 は,「 文 明=キ リス ト教,政 治 的 社 会 秩 序 と して の 自由 主義,

民 主 主 義」 対 「野 蛮=異 教,政 治 的社 会 的秩 序 と して の専制 主 義,全 体 主義 」

とい う二分 法 で あ る と言 って過 言 で ない 。 そ して,前 者 の全 面 的 勝利 が 目指 さ

れ て い た こ と も,言 う まで もない 。

この文 明 史的立 場 は,ル ー ズベ ル トの み で な く,国 務 長官 であ り,か つ ウ ィ

ル ソ ンの忠 実 な弟 子 で もあ った コ ーデ ル ・ハ ル にお い て も同様 で あ った。否 む

しろ,よ りキ リス ト教 的 終 末論 の色 濃 い表現 で事 態 を把握 して い た とい え よ う。

彼 は,こ の大 戦 は 「我 々が知 る ところ の文 明 の終 焉 」 を もた ら しか ね ない,長

期 的で 深刻 な 「か つ て ない死 と悲惨 と破壊 」 を繰 り広 げ るで あ ろ う。 ドイ ツ は

全 ヨー ロ ッパ を制 覇 し,お そ ら く日本 も極 東 を制 覇 す るで あ ろ う と憂 慮 し,そ

の 悲観 的 な見通 しは,仲 間 を驚 かせ た とい う。 「しか し見 落 と して な らない こ

とは,ハ ル に とって世 界 の 終末 的情 景 が 強 い黙 示 録 的希 望 と表 裏 を な してい た

点 で あ る。廃 虚 の彼 方 に,彼 は長 年 にわ た って信 奉 して きた,正 義 と民 主 主義

と自由貿 易 の福音 が,地 上 に実 現 され る 日を待 望 せ ず に はお れ なか った。 ハ ル

の 国務 省 は,単 な る敵 国の 軍事 的打 倒 よ りも,も っ と全 面 的 な勝 利一 新 世 界 の

建設一 を想 って た ち上 が ろ うと して い た13)」 の で あ る。
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日米 開戦 の 半年 ほ ど前 の1941年5月27日,ル ーズベ ル トは再 び全 国民 に向 け

て ラ ジオ演 説 をお こな った。 イギ リス はア メ リカか らの軍 需物 資 の援 助 を受 け

て,ヨ ー ロ ッパ で孤 軍奮 闘 の戦 い を展 開 してい た。 しか し,こ の時 点 で は既 に

制 空権 を奪 わ れ,独 軍 は さ らに大 西 洋 の制 海権 を確 保 す る動 きに出て きて い た。

ル ーズベ ル トは,こ の演 説 で ナチ の野 望 は ヨーロ ッパ大 陸 に止 ま らず ,東 は ス

エ ズ運 河 を支 配 下 にお さめ て イ ン ド洋 か ら極 東 を窺 い,西 は大 西 洋 を越 え て ブ

ラ ジル を躁 躍 しよ うと して い る こ と,す なわ ち西半 球 全体 をナ チズ ムが支 配 し

よ う と して い る こ とを明 か に し,イ ギ リスへ の補給 線 を確 保 し,ナ チ ズ ムの こ

れ以 上 の拡 張 を防 ぐため に,大 西洋 の制 海権 をアメ リカが 直接 防 護す る必要 が

緊急 の課 題 とな って きた こ とを国民 に告 げ た。 大西 洋 にお いて ドイ ツ軍 との軍

事 的対 決 に踏 み 出す 決意 を表 明 した ので あ る。

そ の 中で 再 度彼 は,こ の戦 争 が キ リス ト教 的 理想 と異教 徒 的 野 蛮 との 文 明 史

的 闘 争 で あ る こ とを強調 し,次 の よ うに述 べ た。 「今 や全 世界 は二 つ に分 割 さ

れた 。 人間 の隷 属 と人 間 の 自由 とに。 また,異 教 徒 の 野蛮 とキ リス ト教 的理 想

とに。 われ わ れ は,人 間 の理想 を選択 す る。 そ れ こそ が,キ リス ト教 的理 想 で

あ る。 われ わ れ は一 時 た りと も,そ の勇 気 また はそ の信 仰 にお い て揺 ら ぐこ と

はな い。

わ れ われ は ヒ ッ トラー の支 配 す る世 界 を容認 で きな い。 同時 に,1920年 代 の

第 一次 大戦 後 の よ うな,ヒ ッ トラ ー主 義 の種 子 が 再 び植 え られ,発 芽成 長 す る

こ とが 許 され る よ うな世 界 を容 認 す る こ とは出来 ない。

わ れ わ れ は,言 論 と表現 の 自 由,全 て の 人 々が 自分 自身 の 方 法 で神(God)

を崇 拝 す る 自由,欠 乏 か らの 自由,そ して テ ロ リズ ム か らの 自由 に捧 げ られ た

世 界 のみ を受 け入 れ る14)。」

ア メ リカが め ざす世 界 は,キ リス ト教 的理想 に基づ く四つ の 自由が実 現 され

た世 界 で あ り,こ れが ル ーズベ ル トの戦 後世 界 の イ メ ー ジで もあ った。 ル ーズ

ベ ル トは,さ らに第 一次 大 戦 後 の戦 後処 理 が フ ァシズ ムの種 子 を育 ん だ こ とを

反省 しつ つ,世 界 の,特 に枢軸 国 の抜 本 的改 革 を考 えて い た。11月6日,国 際

労働 機 構(ILO)の 代表 者 を前 に行 った演説 で,「 勝 利 の ため に戦 う過 程 に あ っ

て も,勝 利 の後 の 目標 を忘 れ て は な らな い」 と述 べ て戦 後 世 界 の再 建 問題 の重
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要性 を強調 し,新 しい時代 に侵略思想 が再 び芽生 えることが ない よう,よ り健

全 な世界 を建設す るため 「恒久 的な治癒15)」を施す ことを計画 していると告げ

たのである。

アメリカが枢軸国 との戦争 をい まだ開始 していない段 階で,こ の ような戦後

世界の構想 を掲 げ,そ の世界が依 ってたつ原理,そ の実施 のための方策 につ い

て検討 を開始 していたことは,驚 くべ きことと言 わ ざるをえない。そ して,こ

の 目標 をいかなる手段で,い かなる原理で達成す るか とい う点 に関 して も,ルー

ズベ ル トは日米開戦直後の諸演説で具体的に語 り出す のである。1941年12月9

日,日 本軍の真珠湾急襲 を受 けて対 日戦線布告 を した彼 は,そ の事実 を国民 に

ラジオを通 して告 げ,ア メ リカの決意 を次の ように宣言 した。「合衆 国は最終

的 なかつ完全 な勝利のみ をめざす。(この戦いを通 して)日 本人の恥ずべ き背信

行為 を一掃す るのみでな く,国 際的 な野 蛮行為 の根源 を,そ れが どこに存在 し

ようとも,完 全 に,そ して決定 的に破壊 し尽 くさなければな らない16)」。ルー

ズベ ル トは,日 本 を含めた枢軸国の侵略性 の温床 を,破 壊 し尽 くす決意である

ことを明 らかに した。

で は,破 壊 しつ くすべ き侵略性 の根源 を,ど の様 に考 えていたの だろ うか。

それ まで 日本軍の進撃 に じりじりと後退 を余儀 な くされていたアメ リカ軍が,

ミッ ドウェー海戦での勝利 を機 に反抗 に転 じようとしは じめた1943年 の年頭,

第78回 議会へ の教書 で,ル ーズベル トは戦後世界の構想 を実現す るためになさ

れ なけれ ばな らない対枢軸国戦略 目標 を明 らかに した。その第一 は,「非武装化」

であ る。 「もし,ド イ ッ,イ タリー,そ して 日本 の三 国が,ま た はその うちの

一国であろうと
,戦 争終結時に軍備 を許 され,ま たは,再 軍備 を認め られたな

ら,再 び世界制服へ の野L・に燃 えて行動 を開始す るの は不可避 である」か ら,

これ ら三国は 「武装解 除 されなけれ ばな らない し,し か も長期 間,武 装解除 さ

れた ままでなければな らない17)」。その第二 は,「侵略思想の根絶」であ る。「こ

れ ら三国 は,世 界 に大 きな災禍 をもたら している哲学 を放棄 しなければな らず,

かつ その哲 学 を教 育する ことを止め なければな らない18)」。 ここでい う哲学 が,

枢軸 国の軍国主義的お よび超国家主義 的思想 であるこ とは明 らかで ある。彼 は

枢軸 国の軍事 的膨張主義 の重要 な根源の一つが,こ れ らの思想 お よび思想教育
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にあ ると考 えていたのである。

そ して第三 の方法 は,「独 裁的政治形態 の解体 と根絶」であ った。 ルーズベ

ル トは枢軸国側 の超 国家主義 の諸形態 を,イ タ リアの 「フ ァシス ト型」,ド イ

ツの 「ナチ型」,そ して 日本 の 「軍 閥型」 と区分 して とらえていた。 しか し,

これ らの三形態 に共通 している ことは,こ れ らの国家 は一部指導者 に よる権力

の独 占の結果生 まれた独裁 的警察国家であ り,そ こにおいては市民 的 自由は疑

い もな く縮小 され,人 間は隷属状態 におかれてい る。 この独裁的政 治形態の メ

カニズ ムこそ,枢 軸国の対外的侵略行為 を推進 した構造 であった。 ルーズベ ル

トは,こ の ような超国家主義国家の存在 は戦後世界 にあ っては決 して容認 され

る もので はない こ とを強い口調 で表 明 した。「連合国 はこれ らの政治形態 に関

して,二 つの簡単 な言葉で的確 に表現 で きる。一 『二度 と,存 在 してはな らな

い(neveragain!)』 と19)」Q

つ ま り,ル ーズベル トが考 えていた 「枢軸 国の侵 略性の根源」 とは,軍 事力

と侵略的哲学 とそれ による国民 の鼓舞,独 裁 的政治形態の三要素であ った。 し

か も,こ れ ら三要素が結合 して生 まれた超国家主義体制が,歴 史上比類 ない攻

撃力 と侵略 性,自 由の抑圧,人 間の隷属 を もた らし,西 洋文明全体が存続か死

かの危機 に遭遇 していると考 え られたのである。キ リス ト教的理想 と完全 に相

容 れない三要素 とその結合体制 こそが,決 定 的に破壊 され根絶 されなければな

らない対象で あった。

以上の,戦 後世界が基礎づ け られるべ き原則 としての 「四つの 自由」宣言 に

始 まる諸演説 を総合す ると,ア メ リカ政府 は,ヨ ーロ ッパ,ア フ リカ,ア ジア

における戦乱 は一つの世界的闘争 の各部分で あ り,そ の本質 は 「キ リス ト教的

理想 に基づ く自由主義 ・民主主義勢力」対 「異教 的野蛮である軍国主義 フ ァシ

ス ト勢力」 とい う,思 想 的に も制度的 に も相容 れない二陣営の対決 とい う文明

闘争史的認識 に立 っていたこ とが分か る。必然的に,こ の戦争 はアメ リカに と

って,一 方 による全面的な勝利,他 方の完全 な根絶 を とい う生 き残 りをかけた

凄絶 な闘争であ った。従 って,各 個別の対枢軸 国戦略では充分 ではな く,統 一

的な対枢軸 国戦略が考 え られなければな らず,か つ軍事的戦略 のみでな く,政

治的,経 済的,文 化 的な諸分野 にわたる総合 的戦略が必要 である との認識 に立
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ち,こ の戦争 を通 して枢軸国の侵 略性 の温床 を徹 底的に破壊 しつ くし,世 界が

再 び侵略戦争 の惨禍 に見舞 われるこ とのない よう 「恒久的 な治癒 を施す」 こ と

を目指そ うとい う目標 を掲 げて いたので ある。 そ して この 目標 を達成 するため

に,1.完 全 なる非武装化,2.侵 略思想の根絶,3.独 裁 的政治形態の解体

と根絶 を共通 の占領 目標 として掲げたのであ る。

この ような対枢軸国基本 目標で はあ ったが,そ の論調 か らは,戦 争の遂行 を

国民 に鼓舞す るものであ ったとはいえ,強 い宗教 的使命感 に彩 られた感情論 に

近い内容 を感 じるの はさほ ど困難で はない。 この闘いは終末論的世界戦争であ

った。アメ リカは異教徒 の野蛮 と闘 う 「神 の使い」で あった。 この闘いに勝利

し,か れ らの宗教 的理想 に基づ く民主主義 を戦後世界 に隈な く構 築す るため に

「世界の抜本的改革」 を 目指 した といえる。森 田英之 は,ア メ リカの戦時国防

思想の根底 に流れ る焦燥感,危 機感 を,大 西洋 と太平洋 の両側 か ら迫 りくるフ

ァシズムによって 「包囲繊 滅 されることの不安 と恐怖感20)」であ った と分析 し

てい るが,そ の ような不安感 とキ リス ト教的理想主義 の強調 とは,コ インの裏

表であった と言 えまいか。

三 対日基本政策の原型

アメリカ政府 は,こ の段階か ら軍事的膨張主義 の重要な根源の一つが 思想及

び思想教育 にある と考 えていた。 またその様 な思想 と結 び付いた独裁的政治形

態の メカニズ ムこそ,枢 軸国の対外的侵 略の源泉である と見 な していた。従 っ

て,そ れ ら侵 略思想 と独裁的政治形態 は解体根絶すべ き対象以外 の何物で もな

く,そ れ を戦いの当初か ら明確 に目標 としていたのである。 日本の場合のそれ

は,軍 部 に よる政治支配すなわち軍 国主義体制 と,天 皇崇拝 と結 び付 いた国家

神道体制で あった。 まさに,こ れ らの存在,そ して両者の結合 こそが 問題視 さ

れたのであ り,そ れ らの無力化 または構造 的解体 は必然的 に導 き出 される政 策

であ った。

この ような対枢軸国,対 日基本 目標が,次 にいかなる現実 的な対 日占領政 策

に結晶 して行 ったのだろうか。 ここで,ア メ リカ国務省 を中心 とす る1942,43

年の論議 を検討 してみ たい。1941年5月 の演説で,ル ーズベル トは戦後の よ り
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健 全 な 世 界 の建 設 の た め に計 画 を始 め る と語 ったが,ア メ リカ 国務 省 内 で は

コ ーデ ル ・ハ ル長 官 の 強 い決 意 の下 に,第 二次 大 戦勃 発 直 後 か ら戦 後 問題 の予

備 的 な検討 を開始 して い た。 この動 きは翌40年1月 に国務 省 の上 級 幹部 を網 羅

した 「外 交 問題 諮 問委 員 会 」(AdvisaryC・mmittee・nPr・blem・fF・reignRelati・ns)

の設 置 とな り,国 務 長 官 に戦 後 政 策 に関 す る助 言 を与 え るた め の活動 を開始 し

た。 しか し,戦 後 を検討 す る に は時期 尚 早 で あ った こ と と専 念 で きる専 門家 ス

タ ッフ を欠 い て い た こ ともあ って,こ の委 員 会 は見 るべ き成 果 をあ げ る こ とが

出来 なか った 。 この失敗 の体験 を反 省 した国 務 長官 補佐 官 のパ ス ヴ ォル ス キ ー

は,大 統 領選 直後 の40年11月,戦 後計 画 の ため の専 門 家 に よる調 査研 究機i関 を

省 内 に設 置 す る こ とを提 案 し,ハ ル は翌41年2月3日 付 けで パ ス ヴ ォル ス キ ー

を長 とす る 「特 別 調 査 部 」(Divisi・n・fSpecialResearch=略 号SR)の 設 置 を命

じた。 この機 関 は,戦 後 計 画 に24時 間没 頭 す る体 制 で あ った とい う意 味 で画期

的 で あ った と共 に,1942年2月 に国務 省 の主 導 で 大統 領 の 諮 問機 関 と して発足

させ た 「戦 後 外 交 政 策 諮 問 委 員 会 」(AdvisaryC・mmittee・nP・st-WarF・reign

P・licy)の 活 動 を支 え,研 究 と文 書 の起 草 を行 う実務 機 関 と して対 日占領 政 策

の形 成 に大 きな力 を発 揮 した。 なお,「 戦 後 外 交 政策 諮 問委 員 会」 は 「政 治 ・

領 土 」 「軍備 」「貿 易 ・財政 」 の 三 大分 野 にわ た って政 策 を立 案 し,大 統 領 に勧

告 す るた めの全 国 的超 党 派 的委 員会 で あ った。 そ の設 立 は,戦 後政 策 の 立案 と

実 施 に関 して 国務 省 が アメ リカ政府 部 内 で全 責任 を負 うこ とが 決定 的 とな った

こ とを意 味 して い た21)。 か くして ア メ リカ政 府 の対枢 軸 国政 策,な か んず く戦

後 計 画 は42年 の後 半 か ら,(1)大 統 領 を中心 とす る最 高指 導 層,(2)ハ ル国務 長 官

を責任 者 とす る大 統 領へ の諮 問機 関た る戦 後外 交 政 策諮 問委 員 会 とその小 委 員

会,(3)国 務省 内 の調査 機 関,と い う三層 の政 策決 定機 構 に よって動 き始 め た の

で あ る。

この特 別調 査 部 の組 織 は翌1942年 末 に一応 編 成 され たが,対 日関係 で重 要 な

地域 別 グル ー プの極 東 班 が 実際 に編成 され た の は8月 末 か らで あ っ た。 この時,

国際 法並 び に極 東 ・太 平 洋 の 国際 関係 論 の権 威 で あ った ジ ョー ジ ・H・ ブ レイ

クス リーが着 任 し研 究班 の編 成 に着手 した 。参 加 した研 究者 は,コ ロ ン ビァ大

学 の 日本 史 の 助教 授 で あ った ビ ュ ー ・ボ ー トン(HughB・rt・n),グ ル ー前 駐 日
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大使の秘書 であ った ロバ ー ト・フ ィア リー(RobertR.Fearey)な ど,日 本の極

東問題 に精通 している少壮専門家であ った。 なかで も,ボ ー トンはその後長期

にわた って国務省 に留 ま り,長 老格 のブ レイクス リー とともに戦後対 日政策 の

全立案作業 に関与 し,極 めて重要 な役割 を果 た した。

戦後対 日政策 に関す る組織的 な討議 は,戦 後外 交政策諮 問委員会の中の安全

保障小委員会内 に設置 された安全保 障技術委員会 において,1943年5月7日 の

第16回 ミーテ ィングか ら開始 され た。その後,6月 か らその年 の後半にかけて

は,同 領土小委員会 において,日 本の国内改革,と りわけ天皇制 を含 む政治機

構の改革 に関す る本格 的な討議が 開始 された。 これ らの討議 を通 して,日 本 を

敗退 させ た後の戦後計画の様 々な可能性 が検討 され,1944年 の国務省戦後計画

委員会 における国務省 としての正式 な戦後占領計画へ と結実 して くるのであ る。

またその過程で,前 述 の極東班 の知 日派 といえるメ ンバ ーが討議資料,諸 提案

を起草 し,論 議 を リー ドして行 ったことは言 うまで もない。 この段階での討議

過程やその詳細 については,森 田 ・五百旗頭 な どの優 れた研 究書が明 らかに し

てお り,こ こでは割愛す るが,本 稿 に関 して重要 な問題 である天皇制や信教 の

自由に関連す る論議の一部 を要約 して紹介 してお きたい22)。

その第一は,人 種主義対文化 的変革論である。ルーズベル トの発言 にみ られ

た枢軸国の侵略性 の温床の根絶 とい う論調が,そ の極端 な論議 に到 りつ けば「日

本民族絶 滅論」 に走 る可能性 を孕んでいることは,容 易 に理解 し得 るところで

ある。事 実,前 記の安全保障委員会で論議が開始 された当初,日 本の軍事的封

じ込 めや対 日輸入統制 な どの外部か らの統制策 に論議 が集中 されていたこ とも

あ って,対 日国防方策 として 日本民族 の絶滅 をはか るとい う,黄 禍論 にその情

緒 的基盤 を置 く極端 な提案がな された という。 この時メ ンバーの一員であった

ハ リー ・ハ ワー ドは,日 本の戦後処理 に関 しては文化 と人種 の問題 を区別 して

考 えるべ きであ り,日 本 の軍国主義的文化が破壊 と根絶の対 象 となれば よいの

であ って,民 族 の絶滅 は必要 ない と主張 した。ハ ワー ドの発想 には,日 本 の軍

事文化 の伝統 は英国や アメ リカのそれ と異 なる旧いプロシ ャ的 な軍事的伝統の

上 に築 かれた ものであ るという,文 化 的伝統 を相対的 にとらえる視点 を持 って

お り,そ の意味ではル ーズベ ル トが枢軸 国の 「軍事 的封建制度」 を前記三類型
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で もって とらえた見方 に相 通ず る もの とい える。 さらに,森 田に よれば,人 種

主義 を外交政策の基本 に持 ち込 むべ きで ない とす るハ ワー ドの姿勢 は,も ちろ

ん注 目すべ きこ とであるが,彼 の着想の斬新 さは,そ れ まで技術委員会が論議

していた軍事的及 び経済的封 じ込 めなどの,外 部 か らの対 日安全保障政策の検

討か ら視点 を転 じ,問 題 の解決 を内部的要 因の除去,す なわち 日本国内の軍事

文化 の処理 に求 めた ことであ るとい う。

この論理 をさらに発展 させ て,国 内改革 こそ 日本の軍国主義 を除去す る決定

的な方策である と明確 に指摘 したの は極東班 のアー ミー ・ヴ ァンボ ンデ ッシュ

であった。彼 は,日 本の強大 な軍事力 を支 えてい る資本 は,圧 倒的な多数の集

団であ る農民や労働者の福祉 に回 されるべ き資本であって,そ れゆえ 日本国内

に社会的 ・経済 的改革 を断行 して,こ の搾取構造 を変革す れば,日 本 は軍事大

国 になることは有 り得ない とい う,被 搾取者階級 の社 会的 ・経済的解放 による

日本軍 国主義 の基盤の破壊,す なわち 日本社会の民主化=非 軍事化構想 をうち

だ したのであ る。

この国内改革論 は,43年 後半,領 土小委員会 に置いて本格 的に討議 されるこ

とになったが,こ の段 階での論議の対立の中心点 は 「戦後 日本 国内 に改革 を遂

行す る場合,天 皇制 を含めた 日本の国内事情 に直接介入す ることが,合 衆国及

び連合国全体 の 目的達成 に とって望 ましい結果 を もた らすか否 か」 とい う,改

革 の方策 をめ ぐる介入 ・非介入の原則 をめ ぐる論議で あった。 この問題 に対 し

て,領 土小委員会の議長ボーマ ンや極東班 の中心者 ブ レイクス リー,さ らには

国務省極東部長のバ ランタイ ンなど対 日関係者の大部分が,当 初 は 日本の国内

改革へ の直接 介入 には きわめて消極 的であ った。 この立場 の論点は,先 勝 国側

の武力 を背景 に した強制的な解決策 の代 わ りに,ア メ リカの道徳的な力の優位

を活用 して 日本人に影響 を与 え,日 本 を平和的社 会に改革 させ ることが可能 で

あ る し,望 ま しい。何故 な ら,強 制 された政体 は,短 期 の持続 しか期待 で きな

い ものであ り,も し日本の民衆 が,自 分 たちの政府 はアメ リカの銃砲の力で維

持 されてい ると判断 したな らば,占 領が放棄 された時点で,そ の政権 を支持 し

ようとは しないであろ う。英米 の精神 的文化 的影響力 は敗戦時に 日本人に 自由

主義革命 をもた らし得 るほ ど強大 となろ うし,そ れ を引 き起 こ し得 る自由主義
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勢力 も存在す る。従 って,連 合 国は改革 の全般的構想 を提示す るにとどめ,国

内改革実施の方法 や詳細 は 日本人に任せ てお くべ きだ とい うものであった。

これに対 し,ヒ ュー ・ボー トンらは積極的 な介入 に よる国内改革 を主張 した。

日本研 究の専門家 として,彼 は 日本 と西欧 との政 治文化 の根本的 な相違 を指摘

し,日 本 には近代 的な個 人主義思想 や政治にお ける自由な競走 とい う西欧の中

産階級 の問に基本 的価値 として受 け入れ られて きた民主主義 の諸概念 を支 える

社会的文化 的基盤 は未 だな く,政 治における個人 と制度が明確 に峻別 されて さ

えいない。明治憲法の制定以後,日 本国家の主権者であ り,文 字通 り聖俗両面

にわたる最高位 の指導者である とされた天皇 に して も,大 多数の 日本人の意識

の中では,個 人であるのか国家 の制度 なのか明確 な区別はなされていなか った。

また 日本民衆の 「御上」意識 も,同 様 である。敗戦 に ともな う混乱 の責任 を政

治制度の欠陥 に求 め ようとせず,指 導者個人 に向 ける傾 向が強い。その他,日

本人の持つ生来の保守性,あ らゆ る教育へ の同調 の強調,政 治的責任意識の不

足,軍 国主義的指導者 に対す る慣習 的 とも言 える民衆 の依存 の傾 向 などを考 え

ると,こ の ような文化 にあ って は,た とえ欧米の道徳 的文化 的影響 を強烈 に受

けた として も,敗 戦 を契機 として旧体制 を崩壊 させ,西 欧的な 自由主義社会 を

志 向 しようとす る民衆エ ネルギーは弱 い。従 って 日本 に現 時点 で民主主義政体

や 自由主義社会 を創 出す るには,連 合 国による積極的 な介 入や誘導が必要であ

ると主張 したのであ る。

この ように主張す るボー トンは,し か し,決 して決定論者 ではなか った。 日

本人の侵略的な膨張主義への衝動が,日 本の宗教や文化 の中に深 く根 ざ してい

るため,日 本社会 を民主化 する ことは不可能に近 い とい うホー ンベ ックの よう

な対 日観 に対 して,ボ ー トンは,軍 国主義が 日本 の政治 を支配す るに至 ったの

は,神 道 の政治的利用 や明治憲法で認 め られた種 々の特権 を行使す ることによ

ってである と反論 し,軍 部の台頭が制度的,人 為的 な ものである ことを指摘 し

た。 日本 の侵 略性 は,超 国家主義 と軍国主義 か ら出て きた ものであ り,方 法の

如何 によって は除去可能 な,一 時的歴 史現象 に過 ぎない と考え られたのであ る。

従 って,日 本国内の諸 問題の処理方法の如何 に よって は,軍 部権力 を制限す る

こともで き,対 外膨張的政策 を抑制す ることが出来 る と主張 したのであ る。



114

ここに 日本国内の改革への直接関与に よる膨張主義 の除去 とい う国内改革構

想 の理論的立脚点が示唆 され,こ の直接介入の必要性及 び有効性 の主張は,領

土小委員会の基本的見解 となってい くのであ る。議長 のボーマ ンが,同 委員会

の最後の会合 となった1943年12.月17日 の会合 で,戦 後対 日政策の基 本 目標 は,

1.日 本の政治制度 の改革,2.日 本に欧米の水準の人権 を確立す るための権

利 の章典の制定,3.新 聞 ・ラジオ等のマス ・メデ ィア と情報 の自由化,4.

侵略思想 の根 絶の四項 目をあげたのは,ボ ー トンの主張 にそ うかたちで達 した

結論であ った。

領土委員会 にお ける論議 の中で注 目すべ き第三 の問題 は,「 天皇制 」 をめ ぐ

る廃 止論 と存続論 の相克で ある。国務省 の立案者 たちが 目指 していた 目標 は,

戦後の 日本 を他 の諸国の権利 を尊重す る平和 的で非侵略的な国家に作 り替 える

ことであったが,そ のためには 日本か ら侵略思想及 びその根源 を排除す ること

が,大 前提 とな って くる。 日本 を含めた枢軸国の侵略思想 を根絶 させ ることが,

アメ リカ政府 の意志であ ったことは既 に見 た通 りであ る。天皇制の問題 も,ま

ず この侵略思想 との関連で重視 され,更 に戦後 日本の国内改革 とい う基本 目標

達成 の方策 との関連で検討 されたのである。

まず,国 務省 の立案者 たちの間で共通 していた認識 は,天 皇制の現状維持 は

いかなる場合 において も容認で きない とい うものであ った。 なぜ なら,日 本の

侵 略的膨張主義 は天皇の神格性,不 可侵性の思想 と深 く結 びついていたか らで

あ り,日 本の軍国主義 と天皇制 の密接 な関係 を知悉 していたか らであ った。で

は如何 に して,如 何 なる形態 に変革するか については大 き く二つ に見解が分か

れ ていた。その第 一は,「 天皇制 の全面廃止」 を主張す る強硬論の グループで

あ り,ス タン リー ・ホー ンベ ック,カ ーター ・ヴィンセ ン ト,そ れにデ ィー ン ・

アテ ィソン等 の一般 に中国派 と呼 ばれた人々であった。 この グループの一般的

見解 は,次 の ようになる。即 ち,「 天皇制 は神道,軍 国主義及 び天皇 崇拝思想

と一体化 している。それゆ え,天 皇制 をこれ ら 『嫌悪すべ き』思想 よ り分離す

ることは,事 実上不可能である。従 って,天 皇制の廃絶 を含 む 日本の政体の全

面的な改革 を断行 し,過 去 を完全 に断 ち切 ることが,日 本軍国主義 を破壊 す る

ための第一の前提 となる23)。」強硬派の主張 には,日 本の侵 略思想 は天皇制 と
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不可分の関係 にある とい う観点が貫かれていたが,更 に,第 二の論拠 として,

天皇制 は日本人 自身の手 によって廃止 されることは有 り得 ない との観察があ っ

た。

論理的 に明快であ った強硬派の主張 には,国 務省内にあ って も賛同者が多か

ったが,日 本のナ シ ョナ リズムの特徴 を理解 した上で強硬派の方法 に疑問 をは

さむ第二 のグループが存在 した。 このグループは,ブ レイ クス リー,ボ ー トン,

バ ランタイン,フ ィア リー,そ れ に前駐 日大使であ ったグルー等の,い わゆ る

知 日派 プラ ンナー達で あった。彼 ら も日本軍 国主義 と侵略思想 の根絶 とい う目

標 において は一致 していたが,こ れ らの 目標 が天皇制の廃絶 によって達成で き

る とは考 えなか った。その論拠 の第0は,天 皇 と軍部 とを区別 して捉 えようと

していた点 にある。彼 らは,天 皇制 その ものは必ず しも侵 略思想の根源で はな

く,軍 部の軍国主義 的膨張主義者集団に利用 された道具 に過 ぎない と考 えてい

た。 この点 を指摘 した コヴィルやボー トンの意見 は次の通 りであ った24)。天皇

は確か に,日 本の民衆 にとって強力 な宗教的政治的崇拝の対象 となっている。

この天皇崇拝熱 は,日 本人 に自分 たちが特別 な民族で あることを確信 させ,他

の諸民族 に 日本の制度 を強制 し,こ れ らの民族 を支配す ることを正当化 させて

いる。 しか し問題 はこの ような事実 自体 の中にあるのではな く,日 本の軍国主

義者,超 国家主義者が彼 らの政策 を押 し進め るため,聖 俗両面 における天皇 の

こうした影響力 を利用 して彼 らの立場 を強化 して きたことにある。つ ま り,日

本の軍部及び軍国主義 グル ープは,日 本民族の優 秀性,天 皇 の不可侵性の論理

を神道の教理 に よって強化 し,か くして形成 された天皇制 イデオロギーを持 っ

て,彼 らの 目的が領土 の拡大にあるのではな く,日 本 とその神格 的統 治者であ

る天皇 の加護の もとに,東 亜共同体 を建設す ることにある と国の内外 に説 明 し,

侵略の意 図を隠 して きた。天皇 自身が必 ず しも侵略的性格 の持 ち主 とは考 えて

いないが,軍 部の横暴 を統制で きるほ どの政治的力 を有 してい るわけで もない。

それで は 日本の侵略思想 の根源 は何であ ったのか。 ボー トンは 「天皇制の廃

絶 とい う問題 は,好 ま しか らざる集団や個人に よって政治 目的のため天皇が利

用 される事態 を防止する ことや,天 皇が不可侵で あるとす る信仰 のような近代

神道の国家主義 的教義の布教 を禁止す ること,さ らに軍部指導者 の一掃 とい う
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問題 に比べ ると,さ ほ ど重要 なこ とで はない25)。」 と述べ,侵 略的勢力 による

天皇の政治的利用 の防止,国 家神道 の廃止,及 び軍国主義者 の一掃 を実現すれ

ば,日 本 の侵 略性 は根絶 で きる と考 えたのであ った。

もちろん,戦 後 も天皇制が放置 された ままであれば,再 び天皇 の権威 を利用

す るグループに よって戦争 を引 き起 こされる可能性があるが故 に,現 状維持 は

許 されないが,占 領軍 によって強制的に退位 させ られた り,天 皇制 その ものが

廃止 された りした ら,日 本人の問の根強い天皇制への心情 的愛着の伝統か らい

って反発 を招 くだけである。従 って,天 皇の地位 また は天皇制が,政 治 目的の

ため に二度 と利用 されないよ うに,現 実政治へ の天皇 の参画 を一切 禁 じ,天 皇

の威信 を結果 と して低下 させ,か つ軍部の統 帥権の濫用の可能性 を封 じればよ

い。 この ように天皇制か ら害悪 を生 む属性 を取 り去 れば,天 皇制その もの は危

険で な くな り,か つ天皇 に対す る 日本民族 の特異な心理 を逆 に活用 して,ア メ

リカの対 日目標 を円滑に達成す ることも可能であ る。

天皇制 に関 しての,こ の段 階で の以上 の論議 を{府鰍 して言 えるこ とは,戦 後

の 占領が実 際に開始 されてか ら実行 された政策 の基本 的な骨格が既 に,特 に知

日派 プラ ンナーの主張の中 に,極 めて明確 に論 じられていた ことである。その

典型的 な一例 は,上 述の天皇 の政治的軍事 的権限の剥奪 に観す る論議であ ろう。

天皇か ら政治的軍事的権 限 を取 り去 り,二 度 と天皇が政治 的に利用 され ない よ

うにす る とい う,戦 後憲法 における 「象徴 天皇制」に通 じる考 え方が論 じられ

ていたばか りではない。43年5.月25日 の コビル ・メモには,既 に 「象徴」 とし

ての天皇 とい う表現が使 われてお り,「天皇 は 日本国民 の共 同体 を統 合す る精

神 的媒体」であ り,天 皇制 とは 「民族の象徴 であ り,善 な るものの象徴 である」

と定義 していた26)。天皇制 を長 い 日本の歴 史的伝 統に沿 って,実 権 と切 り離 し

た 「象徴 」に回帰 させ る改革案が,既 に模索 されていたのである。 もちろん,

この段 階での論議が その まま占領政策 に受 け継がれたわけで はないが,現 実 に

選択 し得 る占領政策の可能性の一つ として,何 らかの影響 をその後 も及ぼ した

ことは充分考 え られ ることであ る。
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四 国務省案一戦後計画委員会(PWC)一

ア メ リカ国務 省 は1943年 末 まで に,前 項 の よ うな検討 を経 て,戦 後 外交 政 策

を決 定 す る上 に必 要 な基本 的問題 の論議 を終 えて い た。 翌1944年1月,国 務 省

は これ らの論 議 を基 に して,省 内職 員 のみ に よる戦 後 外 交政 策 の具 体 的現実 的

立 案 作 業 を開始 す る。 この 時,長 期 的戦 後政 策 を決 定す る機 関 と して 国務 長官

並 び に上 級 職 員 に よ っ て 構 成 さ れ た の が 「戦 後 計 画 委 員 会 」(C・mmittee・n

P・st-WarPr・grams=PWC)で あ り,さ ら に原 案 を起 草 す る専 門 家 に よ る下 部

機 関が付 置 され た。 日本及 び極 東 に 関す る この レベ ル の機 関 は 「極 東 に関 す る

部 局 問地 域委 員会 」(Inter-Divisi・nalAreaC・mmittee・ntheFarEast.以 下,「 極東

地域委員会」 と略称)で あ り,メ ンバ ーに は安 全 保 障技 術 委員 会 や領 土小 委 員会

で 活躍 した知 日派 の主力 プ ラ ンナ ー たちが,引 続 き任 命 され た 。議 長 に はブ レ

イ クス リーが押 され,彼 とボ ー トンの学者 コ ンビに加 え,ホ ー ンベ ック,バ ラ

ン タイ ン,フ ィア リー,ド ーマ ン とい っ た滞 日経 験 豊 か な 国務省 職 員 に よ って

構 成 され た 。

極 東 地域 委 員 会 の立 案 作 業 は,翌2月 に入 る と 日夜 をつ い て進 め られ るが,

そ の きっか けに な った の は,2月18日 付 で陸 軍省 及 び海軍省 か ら国務省 に お く

られ た 質 問状 で あ っ た。 この 質 問 状 は,陸 軍省 民 政 部(CivilAffairsDivision)

部 長 ヒル ドリ ン グ(JohnH.Hildring)少 将 と海 軍 省 占領 地 域 課(Occup孟edArea

Secti・n)課 長 ペ ンス(HarryL。Pence)大 佐 の連 名 で,国 務省 欧州 局 局 長(Direct・r

oftheOffice・fEur・peanAffairs)ダ ン(Dunn)宛 に送 られた もので あ り,質 問 の

主 旨は,近 い将 来 の 日本 占領 後 実 施す べ き 「民 政 の た め に必 要 な計 画,訓 練 及

び組 織 に 関 し両 省 が 直面 して い る諸 問題 に対 し,国 務 省 の勧 告 と助 言 」 を求 め

た もの で あ った27)。 この質 問状 の提 出 は,陸 海軍 の武官 の省 が文 官 の国務 省 に

国 家 政策 の基 本方 針 の提 示 を求 め,そ れ に基 づ い て軍部 の行動 を決 定 しよ う と

す る,文 民 統 制 の原 理 に則 った行 為 で あ った。 そ して 同時 に重要 な点 は,こ の

質 問 を受 け て策 定 された 国務省 の政 策 案 が 陸軍 海 軍両省 に 回付 され た とい う こ

とで あ る。 国務 省 内 の論議 が,文 民 統 制 の原 理 に基 づ いた合 衆 国政 府 の機 構 を

通 して,占 領 を具体 的 に実 施す る両省 へ 正式 に伝 達 されて い るので あ る。
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質問の具体 的内容 は合計47項 目に及 び,「 民政の対 象 とすべ き区域」 や 「民

政は連合国 によって実施 されるのか,ま たは合衆国が単独 で行 なうのか」,「 ア

メ リカ政府 は長期 の戦後政策 を持 ち合 わせ ているのか」 とい う根本 的問題 に始

ま り,更 に 日本,太 平洋諸 島,フ ランス領 イ ン ドシナ,朝 鮮半島,満 州等 に関

す る個別質問が挙 げ られていた。その うち 日本の四島 に関す る質問 は,a.占

領 は 日本全体 に及ぶ ものか,そ うであ る場合,占 領の方式 は何 か。b.ど の国

が 占領 に参加す るか。d.現 存す る 日本政府 はその権力の行使 を停止 されるべ

きか。f.解 散 され るべ き政党 や組織 はあ るか。9.廃 止 されるべ き悪法 はあ

るか。h.神 道の位置や地位 を考慮 した とき,信 教 の 自由は許 され るべ きか。

教会(神 社),人 員(神 官等),財 産 に関す る適切 な処置 について助 言が必要 と

され る。i.天 皇個人の地位,及 び天皇制 は如何 にすべ きか。等 々であ った。

国務省 は,こ の陸海軍省の質問状 に逐一回答 する代 わ りに,こ の時点 まで に

検討 して きた問題 を総合的 に整理 し,国 務省 の体系的な政策 として まとめあげ

た。 それが1944年3月 か ら,逐 次極東地域委員会で起案 され,戦 後計画委員会

で修正 ・承認 された後,陸 軍省,海 軍省 に送付 された一連 の戦後対 日政策文書

であ った。ここで,こ れ らの文書 の うち,宗 教政策 と関連 ある 「基本 目標 」「信

教 の 自由」「天皇制」に関す る政策文書 を検討 して行 くこ とにす る。

《基本 目標》

アメ リカの戦後対 日政策の基 本 目標は,5月4日 付 の 「日本:合 衆国の 日本

に関する戦後 目標」(PWC-108b,CAC-116b)28)と 題 された文書 に表現 されている。

基 本的 目的 は二点 に集約 された。それは,(a)日 本が合衆国及び太平 洋地域の他

の諸 国に とって脅威 とな らない ようにす る。(b)日本に他国の権利 と国際 的義務

を尊重す る政府 を樹立す る,こ ととされ た。 日本の軍事的弱体化 をはか り,膨

張 的軍国主義 を排 除 して アメ リカの脅威 にな らない ように,政 治的変革 を図 る

路線 を明確 に したのであ る。その具体的実施 の方法について,こ の文書 は三段

階 の占領過程 を明 らか に した。

その第一段 階は,軍 事侵略の避 け られぬ報い と して,厳 格な占領統 治下 にお

か れ,軍 隊の武装解 除,海 外領土の剥奪が行 なわれる。第二段 階は,「 日本の

侵 略 を防止 し,軍 事 的監視 を容易 にするために必要 な国内的国際的基盤 を発展
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させ る」時期であ った。一・時的な もの に過 ぎない対 日軍事 的勝利 を,占 領中に

社会構 造化す ることに より,長 期 的な政治的勝利 に転化 しようとす るアメ リカ

政府 の意図が,こ の段階で集約的 に実施 される。その具体的措置 としては,6

項 目が挙げ られた。それは 日本の非軍事化 のための禁制措置 と して 「再軍備 阻

止のための軍事査察」「潜在的な戦争能力 の発展 を防止す るための経済統制」「超

国家主義 的諸団体 の根 絶」 を挙 げる とともに,民 主化のための育成措置 として

「マ ス ・メデ ィア,学 校 を通 じての民主主義思想の奨励」「日本の穏健 派 に対

してその責務一 す なわち,軍 国主義 は日本国民の真の利益 にとって有害で ある

こ とを国民 に納得 させ る責任一 を銘記 させ るこ と」「最 も効果 的 に自由主義的

政治勢力 と思想 を強化 し,か つ国民 に真 に責任 を負 う文民政府の発展 を助長す

るため に必要 な措置 を採 ること」 を挙 げた。そ して第三段 階が,合 衆国 の占領

の究極 目的である ところの 「日本が平和 的な諸 国家の一員 とな り,そ の責務 を

適切 に果 た し得 る」国家へ再建す るこ とであ ると詠いあげてい る。

この文書 は,前 述の国務省内の知 日派の主張か らは,か な り後退 した路線 で

書 かれてお り,敵 国へ の軍事 的措置 の立場か らの観点が前面 に出てい るとい え

る29)。この文書 を補 い,ボ ー トンの直接 介入原則(ま たは積極誘導論)の 立場か

ら,日 本 の国家 と社 会 をよ り民主主義的な方向へ積極的 にかつ内的な要因 を喚

起 させ なが ら改革 してい こうとする方針 をよ り鮮 明に提示 したのが,5月9日

付 の 「日本:軍 国主義 の廃 絶 と民主化 過程の強化」(PWC-152b,CAC-185b)30)

とい う政策文書であ った。起草者 はボー トンである。

この文書の主要課題 は,「連合 国の軍政期間 中,軍 国主義 を廃絶 し,民 主主

義的傾 向 と民主化過程 を強化 すため に如何 なる手段 を とるべ きか決定す る」 こ

とであ った。第二項 「軍事機構 の破壊 」 において,日 本の完全 なる敗北,無 条

件 降伏の必然的結果 として現在 の軍事機構 は破壊 され 日本の全 軍隊は武装解除

される。軍政 の樹立 に よって,占 領軍 当局 によって許 された機 能以外 の,日 本

政府 のすべての機 能は停止 され,日 本軍 閥が政府 に命令す ることを可能 に した

全ての憲法規 程及 び政令 は停止 され ると定め,第 三項 において,軍 国主義の復

活 を阻止す る方策 を明 らかに してい る。その第一 は悪法の廃止であ り,そ こに

は言論の 自由 と信教の 自由 を制限 した法律 も含 まれていた。第二 は,日 本人の



120

生活か ら超国家主義的影響 を排 除す る方策 と して,1.大 政翼賛会,黒 龍会 な

どの超 国家主義 的諸団体 の解散 。2.思 想統制 と関係 した政治警察の廃止。3 .

軍事力 を栄光化 させ る映画や演劇の禁止 を命 じた。第三 には,民 主主義 の発展

にふ さわ しい経済条件の創 出が あげ られた。 これは,日 本の経済的安定が民心

の安定 につ なが り,民 主主義 の強化 をもた らす とい うニ ューデ ィール政策の民

主主義観 に基づ く発想が 自、ついていたこ とを物語る。第四には,日 本国内の 自

由主義勢力の強化のための方策 を,よ り詳細 に述べている。

この文書 の重要な点 は,第 四項 において 「日本政府 の改革」 を行 なうことを

明確 に述べ,そ のための不可欠 な改革条件 を定め,更 にその政治改革 を強要す

る ことは可能だ と している点である。 これは,ボ ー トンが主張 していた直接介

入論が国務省 の方針 として採択 された ことを意味 している。で は,政 治改革 の

具体 策 はどの よ うな ものであ ったろ うか。 まず第一 に,「 国家予算 に関す る全

権 限及 び憲法修正権 を持つ国民議会の創設」が挙げ られた。第二 に 「文民統 制

の原則 の確立」が強調 され,第 三 には司法組織の改 革 として,「法廷 を法務大

臣及 び警察の統制 か ら解放す ることが,民 主化の計画 にとって不可欠」 とい う

「司法権の独立」が主張 された。基本的には,ア メ リカの政治制度の根幹 をな

す 「三権分立 」の原理に基づいた制度 を導入 しようとい うものであった といえ

る。その意味 では,1944年 のPWCの 立場 は 「総力戦 を闘い抜 くためのシ ンボ

ルたるデモ クラシーは,い っそ う普遍 ・絶対 の価値 と して意識 され,敵 国 をそ

の理念 に沿 って作 り変 える立場が優位 を占めた31)」といえる。 しか し,そ れ は

もう一面か らみ ると,ボ ー トンらが領土小委員会で主張 していた論点,即 ち天

皇 の権威 を利 用 した軍部 に よって,議 会や政府が二度 と躁躍 されない政 治制度

を確立 しようとす る主張が活か された結果で もあ った32)。

《信教 の自由》

以上 のアメ リカ国務省の戦後 日本に関す る基本政策,政 治改革の諸原則 を見

て きたが,次 にそれ らの基本原則 の上 に策定 された対 日宗教政策並 びに天皇制

に関す る政策 を検討 して行 くこ とにす る。 これ ら二つの政策 は,超 国家主義思

想 を根絶 し,天 皇崇拝 と天皇の政治利用 を禁止 する上 で きわめて重要 な政策で

あ った ことはい うまで もない。 また,陸 海軍省 か らの質問 に も具体 的に問われ
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て い た。

神 道 と信 教 の 自由 に 関す る解 答 と して作 成 され た文 書 は,「 日本:信 教 の 自

由」(PWC-115,CAC-117)33)で あ る。 この文 書 の 問題 の設 定 は,「 神 道 を一 宗教

と して,極 端 な国 家主 義(extremeNationalism)か ら区分 す るのが 困難 で あ る こ

とを考 え る と き,占 領 軍 は 日本 に信教 の 自由 を許 す べ きか否 か 」 とい う もので

あ った。 こ う した問 いへ の検討 と して,文 書 は まず 連 合 国 は宗教 的信 仰 の 自由

の原 理 を尊 重 す る こ とを明 らか にす る。 ル ーズ ベ ル トの 四つ の 自由 をめ ぐる諸

演 説 にお い て,何 度 も表 明 され た原 理 の確 認 で あ る。 その上 で,し か し,こ の

原 理 の 日本へ の適用 は複雑 な問題 を内包 して お り,そ れ は,本 来 無害 で原 始 的

なア ニ ミズ ムで あ る原 始神 道(OriginalShint・)の うえ に,昨 今 の狂信 的 な愛 国

主義 と侵 略主 義 を増 長 させ るた め軍 国主 義 者 に よって利 用 され た 「国 家主 義 的

天皇 崇 拝 カル ト」 が接 き木 され てい るか らで あ る と述 べ,神 道 の こ う した二側

面 を,す なわ ち,古 神 道(AncientShint・)と 極 度 に好 戦 的 な国 家主 義 儀 礼 で あ

る国 家神 道(Nati・nalShint・)と を区別す る必要 性 を強調 してい る。 両 者 の混 乱

が,天 皇 制 へ の誤 解 を も生 み 出 してい る と,こ の文 書 は述 べ て い る。

この よ うな観 点 か ら,立 案者 は 日本 にあ る約10万 の神 道神社 を大 き く三つ の

範 疇 に分 類 した。 第0は,古 代 に起 源 を持 ち地域 の守 護神 を祭 る大部 分 の神 社

で あ る。 これの みが,厳 密 な意 味 で宗 教 的 な神社 で あ る。 第二 は,天 照 大神 を

祭 る伊 勢神 宮 の よ うな二,三 の神 社 で あ り,こ れ ら も古代 に起 源 を有 す るが,

国家 主義 の象徴 的存 在 にな って い る。 第 三 は,靖 国神 社 や 明治,乃 木,東 郷 神

社 の ような,近 年 建 立 され た国 家 的英 雄 を祭 る神 社 で あ る。 この種 の神 社 は,

彼 らが 理解 す る ところの宗 教 的 崇拝 の場所 で は な く,軍 国主 義 的 国 家主 義精 神

を鼓 舞 す る国家主 義 的神 社 とみ な され た。

当然 問題 視 され た の は,第 三 の神 社 で あ る。 これ こそが,ル ーズ ベ ル トが繰

り返 し言及 した 「枢 軸 国の侵 略 的哲 学 」 の 一つ で あ り,膨 張 主 義 的 軍 国主義 の

思想 的 装置 と考 え られ たの であ る。従 って,枢 軸 国 の侵 略 的要 素 の根 絶 を戦 後

世界 建 設 の不 可 欠 の措 置 と考 えて い た ア メ リカ の政策 か らす れ ば,当 然 これ ら

の 国家 主義 的神社 は廃 絶 の対 象 と考 え られた。 残 され た問題 は,信 教 の 自由の

原則 か らい って,も しこの 第三 の神 社 も宗教 と見 な され るの で あ れ ば,政 治権



122

力に よる廃絶 は自 ら信教 の 自由の原則 を踏みに じることになる。 しか し,こ の

国家神道 は日本政府 も繰 り返 し宗教で はな く,愛 国主義の表現形態で ある と主

張 しているので あるか ら,「信教 の 自由の原則 を犯す ことな く閉鎖 しうる」 と

この文書 は明言 したのである。

しか し実際の施策 として勧告 された内容 は,極 めで1真重 かつ穏健 な ものであ

った。国家主義 的神社 にあ って も,強 制 的閉鎖 は逆効果 を招 く恐 れ もあ るので

望 ましくない。む しろ当該神社 にお ける示威行進 や集会,儀 礼 を禁止 し,官 国

弊社 の要員 は施設 の管理 に必要 な人員以外 は解雇 され,か つ国家か らの給与 の

支給 は停止 されるべ きである。 しか も,こ れ らの神社 も,公 的秩序や安全保障

に反 しない限 り,個 人的信仰 の対象 と して は公 開存続 を許 され るもの とす る と

勧告 したのである34)。なお,上 記以外 の勧告 と して は,1)信 教の 自由は占領

後速 やか に宣言 され るべ きこと,2)古 神 道の神社 は破壊 活動 に利用 されない

限 り,存 続が許 され る。3)伊 勢神宮 な ども閉鎖すべ き事態が発生 しない限 り,

存続 を許 される。4)占 領軍が神社 に損傷 を与 えない よう考慮 されるべ きであ

る。5)仏 教寺院 に関 して は,如 何 なる措置 も不要で ある。6)キ リス ト教 会

は,組 織 と信仰 の完全 な自由の回復 によって解放 されるべ きである,と い うも

ので あった。

《天 皇制 の存続》

天皇制 に関す る国務省 の見解 は,1944年5月9日 付 の「日本:政 治 的諸問題 ・

天皇制」(PWC-116d,CAC-93e)35)に まとめ られた。文書番号か ら推察で きるよ

うに,こ の問題の討議 にはPWC会 議 において委員会 を二分す るほ どの激論 が

交 わされ,最 初 の原案が起草 された3月3日 か らニケ月以上 に及ぶ多大 な時 間

が費や された。原案 の起草者 は,ボ ー トンであ った。

この文書 は,(占 領軍の)軍 政府 が天皇制 に如何 なる態度で望 むかを現時点 で

最終的に決定 するのは困難であ ると述べ ることか ら始 まっている。論争の激 し

さの痕跡 であ る。その理 由 と して,ま ず第一 に挙 げている点 は,「 現時点で の

日本人は彼 らの君主 に対 してほ とんど熱狂的 といえる献 身 を示 して いるので,

外部 か ら天皇制 を廃止 しようとす る試 みは,日 本人の現在の態度が続 く限 り,

成功 しないだろ う。 日本人が天皇制 を信 じ,そ の維持 を決意 してい る限 り,日
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本民衆の意思 に反 して天皇 を単 に退位 させ た として も,そ れが天皇制 を廃止す

ることにはな らない し,そ の消滅 を効果的に立法化す るこ ともで きないだろう。

この ような状況下において,も し連合 国が天皇制の復活 を阻止 しようと望 むな

ら,無 期 限の占領が必要 となるか も知れ ない。」 とい う もので あった。 この主

張は,1943年 にボー トンやバ ランタインが領土小委員会 において展開 した主張

の繰 り返 しであった ことに注 目 したい。

そ して更 に続 けて,こ の ような情況は 「天皇 は神聖不可侵であ り,全 ての権

威の源 である と考 え られている,日 本の天皇の特異 な立場 に由来す る」 もので

あ り,こ の ような天皇 を軍部がその膨張主義的 目的 を達成す るための道具 とし

て利用 した と再度強調 している。その上で,軍 部 と天皇 との緊密 な関係が軍 国

主義 を可能に したので あるか ら,軍 国主義 を一掃 す るのならば,あ らゆる面 に

おいてこの両者の緊密 な関係 を切断 しなければな らない と主張 してい る。

第二 の理由 として は,天 皇制 の廃止 を主張す る中国 とそれに近 いアメリカ,

さ らに廃止 に反対 す るイギ リス と,連 合 国の問で も意見が統一 されていない点

が挙 げ られ た。この ような理由か ら,こ の文書 は占領下の天皇制について三つ

の方策 を並記 し,好 ま しい選択 を勧告す る形態 をとっている。三方策 とは,占

領下 における天皇の権 限の,(1)全 面的停止,(2)全 面 的継続,(3)部 分 的停止 であ

る。そ して結論 と して は,政 府機能のあ る部分 を,天 皇 を通 し,ま たは天皇 の

名 において遂行す る 「部分的停止」案 を最 も好 ま しい選択 と して勧告 した。

五 占領 と国家神道の廃止

これ まで,ル ーズベ ル ト大統領 の諸演説 に表明 された対枢軸 国政策 と戦後世

界構想,並 びに米 国務省の対 日占領政策及びその策定過程 における論議 の内,

基本政策,宗 教政策,天 皇制の取 り扱 いに関連す る部分 を検討 して きた。1944

年 の前半 とい う,日 本 との戦争が如何 なる形で,い つ終局 をむかえるか定かで

ない段階で対 日占領政策の大綱 は決定 されていたのである。 この時期 か ら一年

有余後の1945年8月15日,日 本政府 はポツダム宣言 を受諾 して無条件 降伏 し,

1952年4月28日 の講和 条約発効 による独 立の回復 までの6年 半 にわたる連合国

による占領が 開始 された。現実の 占領 において具体的 に採 られた諸政策 は,当
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然 の こ となが ら,国 務 省 の案 とい ささか ず れ て いか ざ るを えな い もの もあ っ た。

結 果的 に は,1945年7月26日 にア メ リカ,イ ギ リス,中 国 の 三国 共 同宣 言 と し

て発 せ られ た 「ポ ッ ダム宣 言 」 と,ア メ リカ政府 が1944年12月 に発 足 させ た,

政 軍 の 統合 的 な政策 を決定 す る機 関 と して の 「国務 ・陸 軍 ・海 軍三 省 調 整委 員

会 」(State-War-NavyC…dinatingC・mmittee一 略号SWNCC)で の諸 決 定 が,最

終 的 かつ 具体 的 な対 日占領 政 策 と して マ ッカ ーサ ー司令 部 に命 ぜ られ,実 施 さ

れ てい くこ とにな る36)。

本項 で は最 終 的 な 占領 政 策 にお いて 日本 の 宗教 制度 の改 革 を決定 づ け た 「神

道指 令 」 の形 成 過 程 と内容 を中心 に,政 治改 革 や 天皇 制 の問題 との 関連,こ れ

まで検 討 して きた 米 国政府 の戦 後構想 との 関連 を検討 して い きたい 。

占領 統 治政 策 の原則 を定 め た基 本 文書 は,「 ポ ッ ダム宣 言 」(P・tsdamDeclara-

ti・n,7.26,1945)と,一 一般 に良 く知 られて い る 「降伏 後 にお け る米 国 の初 期 対 日

方 針 」(UnitedStatesInitialP・st-SurrenderP・licyf・rJapan,8.29,1945,SWNCC150

/4),同 年11.月3日 に発 せ られ た とされ て い る 「降伏 後 の 日本 固有 の軍 政 に

関 す る基 本指 令 」(BasicDirectivef・rP・st-SurrenderMilitaryG。vernmentinJapan

Pr・per,11。3,1945,SWNCC52/7,JCS1380/5)の 三 文書 で あ る37)。 これ らの 文 書

に明示 され た,本 項 との関 連 で重 要 な条 項 は以下 の通 りで あ る。

1.ポ ッ ダム宣 言:(6)無 責任 な軍 国 主義 が 世界 か ら駆 逐 され る まで,平 和 ・安

全 ・正 義 の新 秩序 は不 可 能 で あ る とわ れ われ は信 じる。 それ ゆ え 日本 国民 をあ

ざむ き,世 界 支 配 へ と導 い た者 の権 力 と勢 力 は永 久 に抹 殺 され る。

(lo)われ わ れ は 日本 人 を民族 と して奴 隷 化 し,国 民 と して滅亡 す る こ とは意 図

して い ない。 しか し,捕 虜 を虐 待 した もの を含 む全 て の戦 争犯 罪 人 を厳 格 に処

罰 す る。 日本 政府 は 日本 国民 の問 に民 主 主義 的傾 向 を復 興 し強化 す る上 で の全

て の障 害物 を除去 しな けれ ば な らない。 言論,宗 教,思 想 の 自由 は基 本 的 人権

の尊 重 と共 に,確 立 され な け れ ば な らない。

(13われ われ は 日本 政府 が た だち に全 日本軍 隊 の 無条 件 降伏 を宣 言 し,そ れ を

誠 意 を もって 実行 す る適 切 充 分 な保 証 の措 置 を取 る こ とを要 求 す る。

2.初 期 対 日方針:(PartI,究 極 目的)(a)日 本 が再 び合 衆 国並 びに世 界 の平 和

と安 全 に とって脅威 とな らない た めの保 全 。(b)他 国の権 利 を尊重 し大西 洋憲 章
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の 理想 と原 理 と して表 明 され た諸 目的 を支持 す る平和 で責 任 あ る政 府 の最 終 的

な樹 立 。

(Partll,2)天 皇並 び に 日本 政 府 の権 威 は,占 領 の 実施 並 び に 日本 管 理 の全

権 を有 す る総 司令 官 に従 属 す る もの とな る。 … …総 司令 官 はそ の権 能 を,天 皇

を含 む 日本 政府 の諸機構 ・機 関 を通 して行使 す る。

(Part皿,3)宗 教 的 信 仰 の 自由 は 占領 後 直 ち に宣 言 され な け れ ば な らな い。

同時 に超 国家 主義 的か つ軍 国 主義 的 組織 や運動 が,宗 教 の仮 面 の背 後 に隠 れ る

こ とは,決 して許 され ない こ とを 日本 国民 に明 らか に しな けれ ばな らない。

3.基 本 指 令:(PartI,9.P・liticalActi・ity)a.日 本 の軍 国 主義 的,超 国 家

主 義 的 イデ オ ロギ ーの 宣布 及 び宣伝 は,如 何 な る形 態 にお いて も禁 止 され,完

全 に抑止 される。連合軍最高司令官 は 日本政府 に国家神道体制への財政的,そ

の他 の支援 を停止す るよ う要求 しなければな らない。(下線筆著)e.宗 教 的信

仰の 自由は,日 本政府 によって速 やかに宣言 されなければな らない。

以上 に表現 された占領政策の原理 は,ま ず 日本政府 と天皇制の存続 を前提 と

し,そ れ らの機能 を活用 した 「間接統治」であるこ と,第 二 に 「積極的誘導論」

に もとづ き,日 本人の 間に民主主義 的傾 向を鼓舞 し,そ の上で 日本国民の 自由

に表明 した意思 に基づ く平和的で責任 ある民主的政府 を樹立す るこ とを目指 し

ているこ と,第 三に,基 本的人権 の確立,な かんず く 「信教 の自由」 の確立 が

重視 されていること。それ との関連 で,国 家 による神道の財政的その他の援助

を一切 禁 じたこ と。第四に,軍 国主義的 ・超国家主義的 イデオロギーの宣布 を,

学校 を含 む如何 なる形態 ・方法 において も禁止 した こと,等 であ る。

天皇制 を将来 どうす るか,ま た天皇 ・裕仁個人の処遇や戦争責任 をどの様 に

考 えるか という問題 には明快 な解答 は未 だでていないが,と りあえず天皇制 の

存続 を前提 に して,そ の 日本人へ の権威 を利 用 して占領 を迅速 に効果 あら しめ

る方策が とられ,な おかつ国家神道 の廃止,軍 部 の解体,軍 国主義的 ・超 国家

主義的イデオロギーの宣伝の禁止 という措置が取 られた ことは,天 皇制 と膨張

的軍国主義 とを区別 して対応 した ことになる。結局,国 務省の政策 と異 なる点,

よ り正確 にいえば,国 務省内の知 日派 プランナーの主張 と異 なる点 は,大 局的

な ところで は存在 しない と言 えるのであ る。
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しか し,こ と宗教政策 に関 して は,国 務省案 より,ま た知 日派の主張 よ り,

ある意味で は一歩踏み込んだ政 策が現実 には実施 され た。「神 道指令」 に盛 り

込 まれた 「政教分離制度」す なわち 「国家 と宗教 との分離原則」の確立であ る。

以下,こ の指令 の形成過程 を追いなが ら,そ の意義 を検討 してい くことにす る。

この段 階 までの宗教 関係諸指令 では,「信 教の 自由」の実現 とその 自由 を制

限す るものを除去す る問題,並 びに国家神道の廃止 についての明確 な言及 はあ

る ものの,後 に論議の焦点 とな った 「国家 と宗教 の完全 な分離 」す なわ ち 「政

教 分離 の原則」 については全 く触 れ られてい なか った。それ らの点が極 めて明

確 に,か つ衝撃的 に指示 され るのが,「国家神道,神 社神道 に対 する政府 の保証,

支援,保 全,監 督並 びに弘布 の廃 止 に関す る指 令」(Mem・randumf・rtheAb・li-

tionofGovernmentalSponsorship,Support,Perpetuation,ControlandDisseminationof

StateShint。 〈K。kkaShim。,JinjaShint。 〉,AGOOO,3CIE,SCAPIN448),い わ ゆ る 「神

道 指 令 」 で あ っ た 。

こ の 指 令 が 起 草 さ れ る に至 っ た 直 接 的 契 機 は,同 年10月7日,ア メ リカ 国 務

省 極 東 局 長 ヴ ィ ン セ ン ト(J・hnCarterVincent)がNBCラ ジ オ の 質 問 に 応 え た

内 容 の 一 部 が,翌8日 「神 道 は 日本 の 国 教 と して 廃 止 され る」(ShintoismWill

beEliminatedasJapStateReligi・n)と い う ワ シ ン トン発AP電 に よ っ て 日本 に伝

え られ た こ と に 始 ま る 。 こ の 報 道 に はSCAP当 局 も驚 い た と い わ れ て お り,

総 司 令 部 は政 治 顧 問 ア チ ソ ン(Ge・rgeAches・n,Jr.)の 名 で,10日 国 務 省 に 問 い

合 わ せ の 電 報 を打 っ た 。 そ れ に対 して 国 務 長 官 バ ー ンズ(JamesF.Byrnes)は

13日 付 け で 次 の よ う に 回 答 して き た 。 「そ れ ら(放 送 の 関連部 分)は,SWNCC

paper150/4の パ ラ フ レ ー ズ で あ る。 … … 神 道 は,そ れ が 日本 人 個 人 の 一 宗

教 で あ る 限 り,干 渉 さ れ る こ とは な い 。 しか しな が ら,そ れ が 日本 政 府 に よ っ

て 指 導 され,ま た 政 府 に よ っ て 上 か ら強 制 さ れ た 手 段 で あ る 限 り,そ れ は廃 止

さ れ な け れ ば な ら な い 。 人 々 は 国 家 神 道(Nati・nalShint・)を 支 持 す る た め に 税

を負 担 しな くて よ く,神 道 は学 校 に お い て 存 在 す る場 を失 うで あ ろ う。 国 教(a

statere1{gi・n)と して の 神 道,即 ち 国 家 神 道(Nati・nalShint・)は 消 滅 す る で あ

ろ う。 こ の 点 に つ い て の 我 々 の 政 策 は,神 道 を超 え て い る 。 日本 の 軍 国 主 義 的

及 び 超 国 家 主 義 的 イ デ オ ロ ギ ー の 宣 布 は,如 何 な る形 態 で あ ろ う と完 全 に 禁 止
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され,日 本政府 は国家神 道体制の財政的その他 の支援 を停止す るよう命ぜ られ

るで あ ろ う38)。」(下 線筆者)

ヴ ィ ンセ ン トの放 送 は,こ の 段 階 で は ア メ リカ 国 民 へ の時 事 解 説 で あ り,

SCAPへ の指 令 で は なか っ たが,ヴ ィ ンセ ン トの見 解 は 「基 本 指 令 」 に基 づ

く もの で あ る。 上 述 の[PartI,9-a]に ほ とん ど同様 の 表 現 が 見 られ る(下

線部分参照)こ とで,そ れ は明 らか で あ ろ う。 しか しなが ら,こ の 指令 は11月

上 旬 に な ってSCAPに 伝 達 され,し か も当 時 は連 合 国 に も非 公 表 とい うこ と

に な ってい た ため,10月 の段 階で は総 司 令 部 ス タ ッフがそ の 内容 を知 らない の

も当然 で あ った。 しか し,我 々 に とって特 に重 要 な 占領 の総 合 的か つ 政治 的 目

的 を明示 した第 一 部(Pa・tI>は,同 年9月1日 に完成 し,17日 に は統合 参 謀

本 部(JCS)の,19日 に は三省 調 整 委 員会(SWNCC)の 承 認 を得 て い るので あ

る39)。 つ ま り,「 初期 対 日方針 」 とほ ぼ 同時期 に検 討,策 定 され た もの なの で

あ る。 この様 な事 情 か ら,バ ー ンズの返 電で は 「初 期対 日方針 」 のパ ラ フ レー

ズで あ る と述べ られ て い る ので あ ろ う。

神 道 指 令 の 準備 は,こ の返 電 を う けて 正式 に始 ま った。CIE局 長 だ っ た ダ

イ ク代 将 は,宗 教 資 源課 の宗教 問題担 当 ス タ ッフであ ったバ ンス大 尉(William

KennethBunce)に そ の 返 電 を手 渡 す と と もに指 令 草 案 の起 草 を命 じ,12日 に

CIE顧 問 とな っ た ば か りの岸 本英 夫 の協 力 を得 なが ら,作 業 は進 め られ た。

そ して,1945(昭 和20)年12,月15日,戦 後 日本 の宗 教 制 度 と宗 教 界 に決 定 的 な

影響 を及 ぼ した 「神 道指 令 」 が発 せ られ たの で あ る40)。

この指 令 の 目的 は,宗 教 を国家 か ら分 離 し,宗 教 を政治 的 目的へ の悪用 を防

止 し,均 等 な機 会 と保 護 を受 ける資格 あ るすべ て の宗教,信 仰,信 条 を全 く同

じ法 的基礎 の 上 にお くこ と,ま た,神 道 のみ な らず,全 て の宗教,教 派,信 条

或 は哲 学 の信 奉 者 が,政 府 と特 別 の関係 を持 ち,軍 国 主義 的,超 国家 主義 的 イ

デ オ ロギ ーの 宣伝 宣 布 を行 うこ とを禁止 す る こ とにあ った(2-a)。 そ の ため に,

国 家 に よる神 道 の後援,支 持,保 全,管 理,布 教 を禁 じ,内 務 省 神 祇 院等 を廃

止 し,公 共 的資 金 に よ る一切 の財 政 的支 持 の 禁止,全 部 な い し一 部 公 的資 金 に

よ り維 持 され て い る教 育 施 設 に於 け る一 切 の神 道 教 育 ・神 道儀 礼 の禁 止,公 人

の神 社 参 拝,そ の祝典,祭 礼 へ の参 加禁 止,公 文 書 にお ける国 家神 道 的,軍 国
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主 義 的,国 家主 義 的用語 の使用 禁止 等 を命 じた の であ った。 す な わ ち,直 接 的

に は,国 家神 道 の廃 止(ab・liti・n・fNati・nalShint・)で あ り,一 般 的 に は,国 教

の 廃 止(disestablishment・fstatereligi・n)を 命 じた ので あ る。 そ して,国 家 との

関係 を断 った神 社神 道が,軍 国主 義 的超 国 家主 義 的要 素 を払拭 し,日 本 人 個 人

の宗 教 又 は哲 学 で事 実 上 あ る限 り,全 く自発 的 な私 的寄 金 ・資 産 に よ って 運営

され,か つ信 奉 者 が他 の宗 教 と同等 の一 宗教 と して存 続 を望 む な らば,そ の様

に認 め られ る と明示 したの で あ る。

六 結論 日本宗教制度改革の意義

ルーズベ ル トは,こ の戦争 を通 じて枢 軸国の侵略性の温床 を徹底的 に破壊 し

つ くし,世 界 を自由主義 と民主主義 の福音で もって改造す る決意で あることを,

高 らか に宣言 した。そ して,共 通 の対枢軸国 占領 目標 を,1.完 全 なる非武装

化,2.侵 略思想 の根絶,3.独 裁的政治形態の解体 と根絶,に 置いたのであ

った。 日本の場合 の解体 と根絶 の対象は,軍 部に よる政治支配すなわち軍 国主

義体 制 と,天 皇崇拝 と結 び付 いた国家神道体制であった。 まさに,こ れ らの存

在 と結合 こそが問題視 されたのであ り,そ れ らの構造的解体 は必然的 に導 き出

され る政策であ った。事実,上 記 の 目標 を現実的に達成す るための方策 を検討

して きた国務省,三 省調整委員会(SWNCC),統 合参謀本部,そ してポッ ダム

宣言 に表明 された連合国の総意 のいずれ もが,独 裁的政治形態 とそれ を鼓舞す

る哲学,そ の教育 を問題 としてお り,そ れ らの構造的解体 と根絶 は基 本 目標 と

して認識 されていた。

天皇制 を軍国主義その もの と,ま た超 国家主義思想 その もの と切 り離 して無

害化 する政策 と同様,神 道 と国家 とを切 り離す政策 も,そ の基本方針 か ら必然

的に導 き出され る政策 と見 なす ことは不 自然ではない。 また,個 人 としての神

道信仰 と国家神道 との明確 な区別,前 者 の存続 を許 し,後 者のみを問題 にす る

点,公 的財源に よる経費の拠 出の停止 な どについて も,国 務省案以来の方針で

あ った。バ ンス 自身,彼 が作 成 した神 道指令 の説 明文書 「担 当者研 究」(Staff

Study)に おいて,「4.結 論:a.包 括 的問題,(2)神 道 は宗教 として は廃止 で

きない。即 ち,信 教 の自由の原理及 び宗教 それ 自身の性格 によって廃止 は不 可
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能である。実際の ところ,宗 教 としての神道 を廃止 した り,神 道 を天皇か ら分

離す るこ とは必要で はない。天皇 と神道 とは実際上同一の ものである。国家神

道 の危険性 は,(a)国 家 による保証,支 援,宣 伝 に,(b)日 本政府 と神 道国家主義

者 たちが,日 本の国土 ・天皇 ・日本国民 の起源 は神聖であ るとい う多少曖昧 な

神話 を利用する ことに,(c)日 本国民 に神道の儀礼の遵守 を強要 し,そ の諸前提

を額面通 りの事実である と信 じるこ とを強制 した点 に,存 在 す る。

(3>天皇 と神道 との相互の結合が危険 なのではない。全ての行政上及 び軍事上 の

権 限 を名 目上一人の 「祭司王」(apriest-king)の 手 に委 ねなが ら,実 際 は政府

機 関の統制権 を握 っている権力者集団 にその権力 の行使 を許 してい る,政 治制

度 の特殊 な性格が危険 なのであ る。(4)解決策 は,(a)天 皇の地位 の保持 を認 め る

我 々の政策 と一致す るような,教 会 と国家 との完全 な分離 を達成す るこ と。(b)

国家 の実際の管理 を国民 によって選 ばれ た代表の手 に直接 渡せ る ように,日 本

の憲法 と法律 の改正 を保障す ること,で あ る。」(12.3第三次メモ)41)と 解説 して

い るように,「宗教 としての神道 は廃止す る必要 はな く」,「国家の特 異 な政 治

制度 と結 び付 いた神道」が危険 なのであるか ら,こ れ を徹 底的に切 り離す ため

に 「教会 と国家 を完全 に分離す る」 ことを主張 したのである。

従 って,バ ンスの神道指令の内容 は,ア メ リカ政府 の政策 と矛盾 している も

ので はな く,そ の意図の現場へ の適用 と して充分 に理解で きる。 しか も,神 道

指令 は,厳 しく国家神道の廃絶 のみ を強調 した印象 を与 えるヴィンセ ン トの放

送内容 に比べて も,い わゆる国家主義 的神社 も一宗教 として,私 的 な宗教 団体

として存続で きる方途 を明示 してお り,そ の点で は国務省案の復活 と言 える性

格 を持 ってい る。 そ して,そ の根拠 として信教 の 自由 とすべての宗教の法 の前

での平等 を うたい,そ れ を保障 し,か つ宗教 が将来 ともに政治的に二度 と利 用

され ることが無 い ように政教分離の原則 を明確 に打 ちだ したのである。単 に国

教 としての神道 を認めず,国 家 と神 道 とい う特定 の宗教 との分離で はな く,「教

会 と国家 との完全分離 」,換 言すれば 「宗教一般 と国家 との分離」,即 ち 「厳格

な政教分離原則 」 として原理 を鮮明 に した功績 は,ま さにバ ンスに帰す るとこ

ろ大である。バ ンスの苦心 は,確 か にここにあ ったのである。

さらに,神 道指令の この特徴 を,ル ーズベル トの文明論的宣言,及 びマ ッカー
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サ ーの個 人的野心の中に置いて考 えると,当 時 の状況下 において神道指令が果

た した,も う一つの独得 の役割が浮かび上 が って くる。それは 日本 のキ リス ト

教化政策 との関係 である。マ ッカーサ ーの個人的願望の一つがそれであ り,そ

のため に宣教 師の大量派遣 を本国 に求めていたこと,し か もその願望 は,単 に

マ ッカーサ ーの個人的な希望であ ったのではな く,多 くのアメ リカ人が抱 いて

い た考 えで もあ った し,正 式 な戦略 目標 と して語 られて もいた ことは既 に述べ

た通 りである。 そこには 「民主主義 と自由主義 を抱 くキ リス ト教文明」対 「専

制政治,全 体主義 を伴 う異教徒 の文明」 とい う二元的世界認識 があ った。 そ し

て言 うまで もな く,前 者の全面 的勝利が 目指 されていたのである。根絶すべ き

侵略思想 に取 って代 わる ものは,正 にキ リス ト教 とその文化 であった。

この ような主張 とマ ッカーサ ーのキ リス ト教支援 とは,一 致す る ものであ る。

バ ンスが起草 した神道指令 は,こ の ようなキ リス ト教化政策 という政治 目標 を

も一定の制 限の下に置 くものであ り,か つ先勝国の宗教 で,マ ッカーサ ーが 日

本人の精神的道徳 的空 白を埋め る唯一の宗教であ ると公言 してや まなか ったキ

リス ト教 をも,他 の宗教 と等 しい法 的基礎 の上 に置 くものであ った。実際,C

IE宗 教課 は少 な くとも形式的 には全ての宗教 に対 して全 く同一の態度 を取 ろ

うとし,キ リス ト教の宣布 のために占領軍 の人員及 び資材 を利用 して はな らな

い とい う内部通達 を用意 していた。 さらに課長であったバ ンス は,占 領軍 はキ

リス ト教 だけを特別 に厚遇す る政策 を取 る ものではな く,諸 宗教 を公平 に保護

す る ものであ る旨の声 明 を出す ようにマ ッカーサ0に 進言 している42)。占領軍

のかつてないほ どの強大 な権力 を持 ってキ リス ト教 の宣布が行 われることを,

この指令 と宗教課 は抑止す る役割 を果た した とも言 えるのであ る。

これ らの点 を考慮する と,バ ンスの起草 による神道指令 は結果 として,ル ー

ズベル ト,マ ッカーサーの キリス ト教化政策 と表裏 をな していた 「文 明論的理

想主義」 と,国 務省案,な かんず く知 日派の現実的実際的方針 との両者 を止揚

す る方策 と して,「 国家 と宗教一般 との分離」政策 を生み 出 した とも見 なす こ

とが 出来 よう。その意味で,バ ンスの神 道指令 は当時 としては一種 の極めて理

想的 な結論 を導 きだ した とも言 えるのであ る。

占領軍 に よる以上 のような宗教制度の改革 は,そ の後の 日本社会 と宗教 に極
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めて大 きな転換 をもた らした。何 よ りもそれ は,日 本の国家構造 と国家の宗教

的意味につ いて大転換 を もた らした。 占領改革 によって もた らされた国家構造

は,旧 体制 とは大 き く異な ってい る。三権 を超越 する権源であった 「国体」 と

その観念が消失 し,天 皇 は 「国民統合 の象徴」 とな り,一 切 の政治的軍事的権

限 を放棄 した。基本的には三権分立が計 られ,か つ法源,権 源は世俗法で ある

「日本国憲法」 にな り,日 本 は初めて近代的 な意味での法治国家になった。 国

家の宗教性 はな くな り,信 教の 自由は国家 を超えた 「基本的人権」 として確立

したのである。 この様 に,占 領改革 は 日本の伝統 的な祭政一致的体制 を基礎 と

した疑似家父長制 的な国家構・造 を解体 し,国 家の宗教的意味 に一大転換 を もた

ら したのである。

この転換 は また,歴 史上かつ てない規模 と質 をもって 「信教 の 自由」 を保障

し,自 由な宗教的空間の大 きな広が りを日本社会 に生 みだ した。西洋的伝統 に

お ける,と りわけ近代 的意味における 「信教 の 自由」 は,原 理的には無条件の

自由権 であ る。 それは歴 史的 に教会が世俗国家 を超越 した実在性 を有 していた

こ とや,近 代 に入 ってか らは良心 の 自由 とい う個 人主義的人間観 に基づいた普

遍的理念 に発す るもの と考 え られ るようになったためであろ う。 この様 な意味

を含意す る 「信教 の 自由」 は,明 治憲法の規定 には全 くなか った といえる。超

越的 な自由権 を有 していたのは,天 皇のみであった。 この 自由が本来の意味で

保証 され,そ の結果,明 治以来の社会経済的近代化 に も拘 らず前近代 的な文化

装置 の栓桔 の もとで抑圧 されていた宗教的要求 を解放 したのである。それが戦

後直後の影 しい数の新宗教 の展開である。その中には,そ の後既成教 団を凌 ぐ

新宗教教団がい くつか出現 した ことが,解 放 された自由な宗教 的文化 的空 間の

大 きさを物語 ってい るとい える。

また本稿 では触れなか ったが,占 領軍 の他 の改革の中で宗教制度 の改革 と相

撤 って大 きな影響 を与 えた ものは,家 族制度 と教育の改革であ る。前者は伝統

的 な 「イエ」制度 を弱体化 し,天 皇 を家長 とす る 「家父長的国家」の社会 的基

盤 を解体 した。 これ によって,一 方で は人々を家に纏 わる宗教 か ら法的に解放

し,他 方で は近代以来の仏教の寺檀制度や神社神道 を支えて きた地域共同体 の

崩壊 を もた らした。 また後者 は,学 校教 育 を天皇制倫理の宣布教 育機能か ら解
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放 し,自 由主義的民主主義 的思想の定着 をはかる うえで大 きな役割 を果 た した。

いず れ も,自 由な宗教的空 間の拡大 に貢献 した といえ よう。
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